
議 案 第 ６ ３ 号

亀 山 市 公 共 下 水 道 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

亀 山 市 公 共 下 水 道 条 例 の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

         令 和 ７ 年 ８ 月 ２ ９ 日 提 出

              亀 山 市 長   櫻 井 義 之

別 紙

亀 山 市 公 共 下 水 道 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

提 案 理 由

条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。



亀山市条例第   号 

 

亀山市公共下水道条例の一部を改正する条例 

 

亀山市公共下水道条例（平成１７年亀山市条例第１３１号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１） 改正部分に対応する改正後部分が存在しないときは、当該改正部分を削る。 

（２） 改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加え

る。 

改正後 改正前 

（排水設備指定工事店の指定） （排水設備指定工事店の指定） 

第８条 排水設備等の新設等の工事（規

則で定める軽微な工事を除く。）は、

市長の指定を受けた者（以下「指定工

事店」という。）でなければ行っては

ならない。ただし、災害その他非常の

場合において、市長が他の市町村長又

は地方公営企業法（昭和２７年法律

第２９２号）第７条の規定により置か

れた公共下水道事業の管理者（以下「 

他の市町村長等」という。）の指定を

受けた者に工事を行わせる必要がある

と認めるときに、他の市町村長等の指

定を受けた者が行う工事は、この限り

でない。 

第８条 排水設備等の新設等の工事（規

則で定める軽微な工事を除く。）は、

市長の指定を受けた者（以下「指定工

事店」という。）でなければ行っては

ならない。 

２及び３ [略] ２及び３ [略] 



（使用料の算定方法） （使用料の算定方法） 

第２５条 使用料の額は、毎使用月にお 

いて使用者が排除した汚水の量に応じ、 

別表第３に定める基本使用料金と従量

使用料金との合計額とする。 

第２５条 使用料の額は、毎使用月にお 

いて使用者が排除した汚水の量に応じ、 

別表第３に定める基本使用料金と従量

使用料金との合計額（その額に１０円

未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てる。）とする。 

２及び３ [略] ２及び３ [略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

別表第３を次のように改める。 

別表第３（第２５条関係） 

基本使用料金 従量使用料金 

汚水の量 料金 汚水の量 
料金（１立方メ

ートルにつき） 

５立方メ

ートルま

で 

１，１００

円 

５立方メートルを超え１０立方メートルま

で 

２２円 

１０立方メートルを超え２０立方メートル

まで 

１６５円 

２０立方メートルを超え３０立方メートル

まで 

１８７円 

３０立方メートルを超え５０立方メートル

まで 

２１４円 

５０立方メートルを超え１００立方メート

ルまで 

２４７円 

１００立方メートルを超え５００立方メー

トルまで 

２８６円 

５００立方メートルを超えるもの ３２４円 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第８条の改正規定は、公布

の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前から継続して公共下水道を使用している場合の令和８年４月

分の下水道使用料については、改正後の別表第３の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 


